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社会保険労務士 実務家講演会 

1・2 号業務は本当に時代遅れなのか？ 
～理想の社労士像は自分で決められる～ 

12 月 8 日（土） ＬＥＣ 新宿エルタワー本校 にて 
 

各種資格・国家試験の総合スクール東京リーガルマインド（ＬＥＣ）は、12 月 8 日（土）にＬＥＣ新宿エルタワー本校にて、
特定社会保険労務士の根本 大作氏をお招きし、「1・2 号業務は本当に時代遅れなのか？～理想の社労士像は自分で決
められる～」と題した特別講演会を開催いたします。 

本講演会は、ドラゴン龍企画「若きサムライ士龍に訊く！講演会シリーズ」となっています。 
 

＊LEC のドラゴン龍企画第2 弾「若きサムライ士龍に訊く！講演会シリーズ」とは？ 
 
 
 
 
 
 
  
◆ 「企業は人なり」 会社と社員の架け橋として  

少子高齢化社会の進展に伴う社会保障制度の見直しが注目されているほか、働き方の多様化や終身雇用、年功序列な

ど日本独自の人事制度が崩れ、企業等においては、このような時代の変化に即した労務管理、労働環境等の整備の必要

性が高まりをみせています。そのような場面で、その専門性やスキルで迅速かつ的確に応じることができるのが、社会保

険労務士です。また近年、社労士業界においては、「3 号業務（コンサルティング）重視」、「中堅・大企業へのアプローチ」

など、伝統的な社労士像（中小・零細企業を相手に１・2 号業務に注力）を打ち破ろうとする動きが強まっています。 

このような状況において、根本氏は、ご自身の労働保険事務組合での勤務経験もふまえ、1・2 号業務の重要性、小規模

企業をサポートすることの意義について、熱い想いを持っておられます。講演会では、根本氏より、時流に流されるので

はなく、現実を直視する視点から、業界分析と将来の展望を語っていただきます。  

 

◆ 講演会概要 
タイトル 1・2 号業務は本当に時代遅れなのか？～理想の社労士像は自分で決められる～ 

講師 

根本
ね も と

 大作
だいさく

 氏 （根本社会保険労務士事務所／特定社会保険労務士） 

開催日時 12 月8 日（土） 11：00～12：30 （質疑応答含む）  

会場 

ＬＥＣ 新宿エルタワー本校 
【所在地】 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー（受付18 階） 
【交  通】 JR 線新宿駅西口より徒歩4 分。西口地下街を直進（右手に小田急エース北館）、つきあたり（スバルビル）を 

右に曲がる。エスカレーターで 2 階エレベータホールへ。B12-21 エレベーターを利用。 

参加料 無料 

対象 社会保険労務士にご関心のある方、社会保険労務士を目指している方、社会保険労務士業務に従事されている方など。 

 
★ 詳細はこちら→ http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/l-tower_sharoushi_20121208.html 
****************************************************************************************************************** 
本件に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド コールセンター TEL：0570-064-464 
取材に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド 広報課        TEL：03-5913-6220 

受験勉強は多数の鯉が池の中で泳いでいるが如き状況です。その中で自ら努力し、滝登りをした鯉のみが勝利し、龍となることができます。本シ
リーズでは、その龍の中で、さらに天を舞うがごとくご活躍をなさっている実務家の先生方（＝士龍）をお招きし、合格後に待ち受けている世界の
面白さや辛さを自らの経験をもとにお話いただきます。昇り龍のように、勢い良く突き進む各業界の実務家のお話を通じて、資格取得を目指され
ている方のやる気を奮起し、実務家としての羅針盤を見つけることができる機会となることをねらいとしています。 
※詳細はこちら→http://www.lec-jp.com/event/dragon/ 

＜ご略歴＞ 
大学卒業後、国家公務員として人事業務に携わる。1997 年 社会保険労務士試験合格。ファイナン
シャルプランナー（AFP）合格。2003 年 根本社会保険労務士事務所開業。2006 年 特定社会保険
労務士試験合格。労務相談、各種手続きや給与計算、就業規則の作成、助成金申請といった主だっ
た社労士業務のみならず、人事制度の構築、執筆、講演等、多方面において活躍中。 


